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【変更理由】 

 次の理由から国有林野管理経営規程（平成 11 年農林水産省訓令第２号）第６条第９項の規定

に基づき変更するものである。 

 

１ 森林整備に必要な路線について、豪雨等被害による林道施設の復旧のため林道計画を変更す

る。 

２ 国有林野の管理経営に関する法律第８条の６に基づく樹木採取区の指定があったことに伴い

変更する。 

３ 秋田林業大学校と秋田森林管理署の人材育成に関する連携協定締結につき、関係する記載事

項を変更する。 

 

【変更項目及び頁】 

1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項  

（4）主要事業の実施に関する事項 ··················································· 1 

④ 林道の開設及び改良の総量 ···················································· 1 

 

3 林産物の供給に関する事項 

（1）木材の安定的な取引関係の確立に関する事項 ····································· 1 

 

6 国民の参加による森林の整備に関する事項  

（1）国民参加の森林
も り

に関する事項 ···················································· 2 
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1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

（4）主要事業の実施に関する事項 

 
④ 林道の開設及び改良の総量 

区 分 

開 設 改 良 

路線数 延長(ｍ) 箇所数 延長(ｍ) 

計 20  30,100  14  1,321  

 

 

3 林産物の供給に関する事項 

（1）木材の安定的な取引関係の確立に関する事項 

 当計画区においては、スギ等の人工林資源が本格的な利用期を迎えている。また、国産材

を扱う日本最大級の合板工場、大規模製材工場及び木質バイオマス発電施設がある。このよ

うな状況を踏まえ、公益重視の管理経営を推進する中で、機能類型区分に応じた適切な施業

の結果得られる木材については、公共建築物等における木材利用の促進や地域における安定

供給体制の構築が図られるよう、地域や樹材種ごとの木材の価格、需給動向を把握しつつ、

安定的・持続的供給に努める。 

 また、間伐材の利用促進に当たっては、列状間伐や路網と高性能林業機械を組み合わせた

低コストで効率的な作業システムの定着を図りつつ、素材（丸太）販売により実施する。そ

の際、販売を市場へ委託するなど民間の木材市場等を活用するとともに、加工・流通コスト

の削減や民有林管理への貢献等に取り組む需要者と協定を締結して需要先へ直送する「シス

テム販売」に取り組む。 

 あわせて、これまで間伐等で伐採されても利用されてこなかった小径木や造材後林内に放

置されてきた根株・枝条などの未利用間伐材等について、需要者等への供給に取り組むとと

もに、多様な森林資源を有している国有林野の特性を活かし、高齢級秋田スギ等の民有林か

らの安定供給が期待しにくい林産物の計画的かつ安定的な供給に努める。特に計画的供給を

終了した天然秋田スギの代替として、高品質の高齢級秋田スギを「あきたの極上品」として

位置付けており、地域の林業・木材産業関係者と連携した取組を推進するとともに普及を図

る。 

 さらに、「樹木採取権制度」の創設に伴い国有林の一定の区域（樹木採取区）において立

木を一定期間、安定的に採取する権利を民間事業者に設定できる仕組みを活用し、長期・安

定的に民間事業体に木材を供給する。当計画区での樹木採取区は以下のとおりである。 
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樹木採取区 

名称 所在地（林小班） 面積(ha) 備考 

東北１大曲・船岡 

樹木採取区 

秋田署（2010 は、2011 い、2015 に、2022

り、2023 と、り、2027 ち、2036 ぬ 2037

ろ、2042 い、ろ 2052 い、2071 ほ 2、り

2、2072 ほ、る、2075 ほ、2076 ほ、2079

は、ほ、へ、2080 と、2081 い、ろ、2087

ほ、ほ 1、2088 い、2092 よ 1、2094 ろ、

2098 る、2099 い、2101 に、た、2102

に、2103 い、ろ、は、よ、2105 ろ、2114

か、か 2、れ、2115 い、2116 い） 

190.74  具体の所在地

については国

有林野施業実

施計画を参照 

 

 なお、木材需要の急変時には、地域や関係者の意見を迅速かつ的確に把握に取り組み、全

国的なネットワークを持つ国有林野事業の特性を活かした需給調整機能の発揮に努める。 

 

 

6 国民の参加による森林の整備に関する事項  

（1） 国民参加の森林
も り

に関する事項 

 
その他 

名 称（市町村） 位 置（林小班） 

秋田林業大学校と秋田森林管理署の 
人材育成に関する連携協定 

（秋田市、大仙市、仙北市、美郷町） 
秋田森林管理署管内全域 

 


